
 

 

 

 

 

○ 株 券 等 の 大 量 保 有 の 状 況 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 平 成 二 年 大 蔵 省 令 第 三 十 六 号 ） 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 

 

改  正  後 改  正  前 

  

第一号様式 

【表紙】 

【提出書類】⑵                           

【根拠条文】            法第27条の 第 項 

【提出先】               財務（支）局長 

【氏名又は名称】⑶                         

【住所又は本店所在地】⑶                      

【報告義務発生日】⑷           年 月 日 

【提出日】                年 月 日 

【提出者及び共同保有者の総数(名)】                 

【提出形態】⑸                           

【変更報告書提出事由】⑹ 

第一号様式 

【表紙】 

【提出書類】⑵                           

【根拠条文】            法第27条の 第 項 

【提出先】               財務（支）局長 

【氏名又は名称】⑶                         

【住所又は本店所在地】⑶                      

【報告義務発生日】⑷           年 月 日 

【提出日】                年 月 日 

【提出者及び共同保有者の総数(名)】                 

【提出形態】⑸                           

【変更報告書提出事由】⑹  

［第１～第４ 略］ ［第１～第４ 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

［⑴～⑾ 略］ ［⑴～⑾ 同左］ 

⑿ 上記提出者の保有株券等の内訳 ⑿ ［同左］ 

［ａ～ｄ 略］ ［ａ～ｄ 同左］ 

ｅ 「発行済株式等総数」欄には、原則として、報告義務が発生した日の発行済株式等総数を記載する

こと。ただし、これが分からない場合には、直前期の有価証券報告書若しくは直近の半期報告書若し

くは金融商品取引所の規則で定めるところにより、発行者が当該金融商品取引所に通知し、当該金融

商品取引所において公衆の縦覧に供された情報又は直近の商業登記簿等に記載された発行済株式等総

数を記載しても差し支えない。 

また、株券等が特定投資家向け有価証券（法第４条第３項に規定する特定投資家向け有価証券をい

う。）である場合には、次に掲げる発行済株式等総数を記載しても差し支えない。 

ｅ 「発行済株式等総数」欄には、原則として、報告義務が発生した日の発行済株式等総数を記載する

こと。ただし、これが分からない場合には、直前期の有価証券報告書若しくは直近の四半期報告書若

しくは半期報告書又は直近の商業登記簿等に記載された発行済株式等総数を記載しても差し支えない

。 

また、株券等が特定投資家向け有価証券（法第４条第３項に規定する特定投資家向け有価証券をい

う。）である場合には、次に掲げる発行済株式等総数を記載しても差し支えない。 

 

［⒜・⒝ 略］ ［⒜・⒝ 同左］ 

［ｆ～ｎ 略］ ［ｆ～ｎ 同左］ 

［⒀～(22) 略］ ［⒀～(22) 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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